
全国安全週間の取り組みについて

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は労働基準行政の推進

にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「全国安全週間」は今年で９４回目を迎え、安全意識の高揚と安全活動の定

着を図ることを目的に毎年実施されており、全国安全週間を契機に実施される安全

衛生活動は労働災害を防止する上で重要なものと考えております。

全国安全週間の実施にあたり、労働災害の発生状況及び関係法令の改正につ

いて簡単ではありますが取りまとめましたので、ご活用頂ければ幸いに存じます。

（資料の入手、詳細の確認につきましては、厚生労働省ホームページ等をご覧下さい）

長崎労働基準監督署
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全国安全週間実施要項

全国安全週間及び準備期間中に実施する事項

1. 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び
安全意識の高揚

2. 安全パトロールによる職場の総点検の実施

3. 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホーム
ページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信

4. 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の
協力の呼びかけ

5. 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施

6. 「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施
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全国安全週間実施要項

継続的に実施する事項

１．安全衛生管理体制の確立

① 年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアルの整備

② 経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任

③ 安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化

④ 労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるＰＤＣＡサイクルの確立



２．安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等

① 経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、特に、雇
入れ時教育の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施

② 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足

③ 災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実

④ 労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認

３．自主的な安全衛生活動の促進

① 発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底

② 職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット等
の日常的な安全活動の充実・活性化

４．リスクアセスメントの実施

① リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善

② ＳＤＳ（安全データシート）等により把握した危険有害性情報に基づく化学物質のリスク
アセスメント及びその結果に基づく措置の推進（「ラベルでアクション」の取組の推進）

５．その他の取組

① 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承

② 外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の充実

③ 策定予定の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に基づく、
安全衛生に配慮したテレワークの実施
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全国安全週間実施要項

継続的に実施する事項



建設業における労働災害防止対策

一般的事項

① 足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手
すり先行工法の積極的な採用、改正された法
令に基づくフルハーネス型墜落制止用器具の
積極的な導入と適切な使用

② 職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教
育の実施

③ 元方事業者による統括安全衛生管理、関係請
負人に対する指導の実施

④ 建設工事の請負契約における適切な安全衛生
経費の確保

自然災害からの復旧・復興工事の労働災害防止対策

① 輻輳工事における適正な施工計画、作業計画
の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施

② 一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密
集して実施される場合、発注者及び近接工事
の元方事業者による工事エリア別協議組織の
設置
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全国安全週間実施要項

業種の特性に応じた労働災害防止対策

① 機械の危険部分への覆いの設置等によるはさ
まれ・巻き込まれ等防止対策の実施

② 機能安全を活用した機械設備安全対策の推進

③ 作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に
付与する等の安全管理の実施

④ 高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位
を付けた点検・補修等の実施

⑤ 製造業安全対策官民協議会で開発された、多
くの事業場で適応できる「リスクアセスメントの
共通化手法」の活用等による、自主的なリスク
アセスメントの実施

製造業における労働災害防止対策

① チェーンソーを用いた伐木及び造材作業にお
ける保護具、保護衣等の着用並びに適切な作
業方法の実施

② 木材伐出機械等を使用する作業における安全
の確保

林業の労働災害防止対策



全国安全週間実施要項

業種の特性に応じた労働災害防止対策

小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次
産業における労働災害防止対策 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策

① 荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着
用の実施

② 積みおろしに配慮した積み付け等による荷崩れ
防止対策の実施

③ 歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリ
フト使用時の労働災害防止対策の実施

④ トラックの逸走防止措置の実施

⑤ トラック後退時の後方確認、立ち入り制限の実施
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① 全社的な労働災害の発生状況の把握、分析

② 経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針の
作成、周知

③ 職場点検、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、
ＫＹ（危険予知）活動、危険の「見える化」、ヒヤ
リ・ハット活動等の安全活動の活性化

④ 安全衛生担当者の配置、安全衛生教育の実施、
安全意識の啓発

全国安全週間実施要項

業種横断的な労働災害防止対策

１．高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策

① 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく措置の実施

② 母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教育の実施

③ 派遣労働者、関係請負人を含めた安全管理の徹底や安全活動の活性化

④ 派遣労働者における派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の実施



２．転倒災害防止対策（ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト）

① 作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消

② 照度の確保、手すりや滑り止めの設置

③ 危険箇所の表示等の危険の「見える化」の推進

④ 転倒災害防止のため安全衛生教育時における視聴覚教材の活用

３．交通労働災害防止対策

① 適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施

② 飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施

③ 災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発

④ 飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼の実施

４．熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーン）

① ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握とその結果に基づく適正な作業環境管理、休憩時間の確保を含む作
業管理の実施

② 計画的な熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応する期間）の設定

③ 自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取

④ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病等）を有する者に対する配慮、日常の健
康管理や健康状態の確認

⑤ 熱中症予防に関する教育の実施

⑥ 異常時の速やかな病院への搬送や救急隊の要請

⑦ 熱中症予防管理者の選任と職場巡視等
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全国安全週間実施要項

業種横断的な労働災害防止対策



労働災害の推移 （休業4日以上）
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第１３次労働災害
防止計画
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製造業
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15%
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建設業
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（長崎労働基準監督署）
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第１３次労働災害防止計画の目標と実績（業種別）
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第３次産業対策
【目標】
小売業：死傷者数を12次
防平均より5％以上減少

社会福祉施設：死傷者数
を12次防平均より5％以
上減少

○本社・本部による労働災害防止対策への参画の推進

○危険の見える化、リスクアセスメントによる設備改善、危険予知活動の促進

○労働安全衛生コンサルタントなど専門家の活用（委託事業）

○非正規雇用労働者における労働災害防止対策の徹底（小売業）

○介護労働者の腰痛予防のための介護機器の導入促進（社福）

○転倒災害防止対策及び交通労働災害防止対策の徹底

第１３次労働災害防止計画の重点事項（業種別） 抜粋

製造業対策
【目標】
死亡者数を12次防累計死
亡者数より15％以上減少

食料品製造業：死傷者数
を12次防平均より20％以
上減少
造船業：死傷者数を12次
防平均より20％以上減少

○STOP転倒災害プロジェクトの推進（４S、危険の見える化）

○食品加工用機械による「挟まれ・巻き込まれ」災害防止対策の推進

○現場における安全活動浸透のため、職長に対する教育の実施を促進

○造船業における高所からの墜落災害及びクレーンによる「挟まれ・巻き込ま
れ」災害について安全対策を推進

○重層下請構造にある造船業にあっては、統括安全衛生管理体制の確立と請負
事業者との連絡調整の徹底
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建設業対策

【目標】
死亡者数を12次防累計
死亡者数より15％以上
減少

○フルハーネス型安全帯の使用を徹底し、足場等様々な高所からの墜落・転落
災害対策を推進

○解体工事での安全の確保、アスベストばく露防止対策を徹底

○自然災害に被災した地域の復旧等工事における労働災害防止対策を徹底

○建設業の許可基準並びに入札要件に安全衛生の取組事項を盛り込んでもらう
よう地方自治体へ要請



転倒災害対策
○ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクトの促進

○加齢に伴う身体機能低下による転倒防止のための転倒防止体操の普及促進

機械災害対策

○動力機械のリスクアセスメントの実施

○設備・機械の経年劣化による労働災害防止のため点検・整備の徹底（設備
更新検討での旧機械の改善点の検証）

交通労働災害対策
○運行管理講習と併せた交通労働災害防止教育の実施

○あらゆる業界団体へ警察署等と連携し、交通労働災害防止を働きかけ
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第１３次労働災害防止計画の重点事項（災害種別対策） 抜粋

腰痛予防対策

○腰痛予防に関する安全衛生教育の実施

○介護労働者の腰痛予防のため介護機器の導入促進

○荷物の積み卸し等による腰痛対策の推進

熱中症予防対策
○夏季の屋外作業や高温多湿な屋内作業における熱中症予防の徹底

○JIS規格適合のWBGT値測定器の普及



「アクションZERO」 ～長崎ゼロ災6か月運動～

長崎労働局は、企業の自主的な災害
防止活動の普及定着を目指して、事業
場参加型の無災害運動「アクションZERO 
長崎ゼロ災運動」を展開しております。

今年度で第７回目を迎える「アクション
ZERO 長崎ゼロ災運動」は、全国安全週
間の本週間である7月から労働災害が
多発する12月までの6か月間実施しま
す。

申込期間（5月20日～6月30日）は設けら

れていますが、運動の拡大推進のため
10月末まで随時参加できます。

また、建設現場については運動期間
中に1月以上の工事を施工する現場で
参加可能です。

自主的な安全衛生活動を更に充実さ
せるためにも本運動への参加をお願い
致します。
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厚生労働省と労働災害防止団体では、転倒災害を撲滅するため

「STOP！転倒災害プロジェクト」を推進しています。

事業者の皆さまは、職場の転倒災害防止対策を進めていただく
とともに、適時にチェックリストを活用した総点検を行い、安

全委員会などでの調査審議などを経て、職場環境の改善を図っ

てください。

STOP！ 転倒 検 索

「平成29年転倒災害による休業期
間の割合」 労働者死傷病報告
（厚生労働省）より作成

休業
１か月以上
（約６割）

休業
１か月未満
（約４割）

転倒災害は最も多い労働災害！
休業４日以上の労働災害、約12万件のうち、転倒災害は

約2.8万件と最も多く発生しており、近年増加傾向です。

転倒災害の特徴

特に高年齢者で多く発生！
高年齢者ほど転倒災害のリスクが増加し、55歳以上では

55歳未満と比較してリスクが約３倍に増加します。

休業１か月以上が約6割！
転倒災害による休業期間は約６割が１か月以上となっています。

特徴１

特徴２

特徴３

特徴４ 冬季に多く発生！
降雪の多い地域では、冬季に多く発生しています。



危険の見える化

人間の外部情報の把握は
目（視覚）：83％、 耳（聴覚）：11％、
皮膚（触覚）3％、 舌（味覚）2％、
鼻（臭覚）1％

危険の「見える化」とは、五感の中で大半の情報を占める「視覚」を有効に活用し、職場の
危険を可視化することで、人間工学的に理にかなった活動として近年推進しています。
具体的には、職場の中で転倒災害・ヒヤリハットが発生している箇所にステッカーを貼り付
けるなど、従来の安全衛生活動です。

14

▶転倒災害を防止することで、安心して作業が行えるようになり、作業効率も上がります。

転倒災害防止対策のポイント

４Ｓ(整理･整頓･清掃･清潔) 転倒しにくい作業方法 その他の対策

・歩行場所に物を放置しない

・床面の汚れ（水､油､粉など）
を取り除く

・床面の凹凸、段差などの解消

・時間に余裕を持って行動

・滑りやすい場所では小さな
歩幅で歩行

・足元が見えにくい状態で作
業しない

・移動や作業に適した靴の着
用

・職場の危険マップの作成に
よる危険情報の共有

・転倒危険場所にステッカー
などで注意喚起



▲スロープ段差の明示
▼スリップ注意の表示

危険の「見える化」 （段差・階段）
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階段の踏み外しによる転落防止

「昇降注意」の表示

• 手すりの設置
• 滑り防止対策
• 見える化
• 照明の設置、スイッチ
増設（上下）、人感セン
サー等



危険の「見える化」 （屋外）

屋外（事業場敷地内）での転倒、転落災
害も発生しています。

敷地内の段差、駐車場のタイヤ止め、側
溝への転落が多く、原因として、ながらス
マホ、雨天で急いだ行動、降雪、凍結など
本人の注意不足によるものもありますが、
日没後に照明の無い場所での発生も散見
されるため屋外照明の設置を検討して下
さい。

16



置場の明示（通路・作業動線の確保）
置き場が明確になると、整理整頓が進めやすくなります。

また、作業に必要な「動線」を確保でき「転倒」、「激突」、不自然な姿勢による
「腰痛」のリスクを低下させ、作業効率の向上にもつながります。

17

危険の「見える化」 （整理・整頓）



脚立・はしごからの転落災害

18

脚立・はしご等からの転落災害が増加しています。

身近な用具のため、それほど危険を感じずに使用することが多いのでは
ないでしょうか。 脚立・はしごの安全な使用方法を理解してもらい、安全
に使用させましょう。

製造業

建設業

運輸業農業

商業

教育

社会福

祉施設

接客娯

楽業

清掃業

その他

脚立・はしご等

の災害

（36件）



トラック荷台からの転落災害

当署管内においても、運送業を中心
にトラック荷台からの転落災害が増加
しています。

（令和元年 14件 ⇒ 令和2年 24件）

右のリーフレットでは、昇降時の災害
防止のチェックポイントを紹介していま
すのでご活用下さい。
資料の検索

「陸上貨物運送事業におけるトラック荷台からの転
落を防ぐために」

また、荷役作業時の災害（パターン
別の主な原因と対策）について右のパ
ンフレットで紹介していますので、ご活
用下さい。
資料の検索

「陸上貨物運送事業における重大な労働災害を防
ぐためには」

19
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熱中症は夏季の労働災害として非常に大きな問題
です。
特に、建設業及び警備業などの屋外作業において
重篤化する傾向にあることから、日陰の確保など屋
外作業での熱中症予防について取組みの強化をお
願いしています。

また、入職直後や、夏季休暇明けの発症も散見さ
れますので、熱への順化期間（熱に慣れ、その環境
に適応する期間）を設け、暑さに慣れるまでの間は、
こまめに休憩をとり、水分・塩分を取りましょう。
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熱中症の症状のある人を絶対に１人にしないで下さい。

熱中症による死亡災害の事例では、症状のある人を１人残して作業を続け、「気づい
たときには（戻ってみると）意識を失っていた」との事例が散見されます。
本人（熱中症発症者）が「大丈夫」と言っても絶対に１人にしないで下さい。



第三次産業の労働災害防止
商業

商業における休業4日以上の死傷災害は
増加傾向にあります。

事故の型では「転倒」災害が33％と最も多
く、転倒災害の7割が50歳以上で発生してい
ます。

また、転倒災害の6割以上で休業期間が1
か月以上となっています。

このため、売り場だけでなく、バックヤード、
従業員用の通路についても整理・整頓により
通路の確保を行い、床の凹凸や段差の解
消、滑り止め対策、階段等への手すりの取り
付け、照明の確保についても取り組みをお願
いします。

また、年代別では60歳以上の災害が44％

と最も多く、働く高齢者の特性に配慮した職
場環境の改善が求められます。
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第三次産業の労働災害防止
保健衛生業（医療保健業+社会福祉施設）

保健衛生業における休業4日以上の死傷災害
は年々増加しており、令和2年は156人と前年比
26％の増加となっています。

業種別では、医療保健業において73人（前年
37人）、社会福祉施設83人（前年86人）となって
おり、医療保健業では前年の約2倍に増加して
います。

「事故の型」では、腰痛などの「動作の反動・無
理な動作」が33％と最も多く、次に「転倒」災害
が25％、「その他（新型コロナウイルス感染症を
含む）」が29人（19％）となっています。

「動作の反動・無理な動作」では年代による発
症の差は殆どなく、多くの事例で介助や生活支
援での無理な動作が関係しており、年代に関係
なく身体への作業負荷の軽減対策をどのように
進めてゆくかが重要と考えます。

「転倒」災害は50歳以上での発生が77％と、高
い年代で多く発生しています。
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働く人に安全で安心な

店舗・施設づくり推進運動

小売業、社会福祉施設、飲食店におい
て増加している労働災害の減少を図る
ため、「働く人に安全で安心な店舗・施
設づくり推進運動」を展開し、

①本社・本部での実施事項

②店舗・施設での実施事項

についてチェックリストを作成し取り組み
をお願いしています。

また、中災防では中小規模事業場の
安全衛生サポート事業として、店長会議
など店舗の方が集まる機会を活用した
安全衛生に関する研修会（集団支援）や、
安全衛生の技術専門家の派遣によるア
ドバイス（個別支援）を無料で行っていま
すのでご活用下さい。

安全衛生サポート事業

経営トップ、管理職等にお勧めのセミナー

安全衛生トップセミナー ゼロ災害全員参加運動トップセミナー

危険予知（KY）訓練関連研修

ゼロ災害全員参加運動プログラム研究会

危険予知（KY）活動トレーナー研修会
指差し呼称の定着研修会

腰痛予防、転倒災害防止関連セミナー

転倒災害防止のための
身体機能向上セミナー

管理・監督者向け
転倒予防・腰痛予防セミナー

メンタルヘルス関連研修・セミナー、中災防ストレスチェックサービス

メンタルヘルス対策に活かす
職場環境改善のすすめ方セミナー

中災防ストレスチェックサービス
（ヘルスアドバイスサービス）

安全衛生の技術専門家の派遣サービス

「職場の安全衛生診断と改善指導」
「企業内安全衛生教育・講演会への講師派遣」

詳しくは 「働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」特設サイト
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高年齢労働者の安全と健康確保

25

60歳以上の労働災害は増加傾向にあり、高年齢労働者が安心して

安全に働ける職場環境づくりについて「高年齢労働者の安全と健康確
保のためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）」が令和2年に
策定され、職場環境の改善について以下取り組みを求めています。

 視力や明暗の差への対応能力の低下に対する改善

（通路、作業場所の照度の確保、照度の極端な変化の解消）

 階段への手すりの設置、通路の段差の解消と解消が不可能な場
合の注意喚起の標識等の掲示

 床や通路の滑り対策（防滑素材、防滑靴、原因となる油分・水分
等のこまめな除去等）

 保護具等の着用

 年齢によらず聞き取りやすい音域の警報音の採用、指向性ス
ピーカーの検討

 定常的に発生する騒音の低減

 暑熱環境への対応（涼しい休憩所、服装の改善、熱中症の初期
症状を把握できるウェアラブルデバイス等の機器の利用）

 重量物取り扱いへの対応（補助機器の導入、作業台の高さ・配置
の改善、身体機能補助機器（パワーアシストスーツ等）の導入）

 介護作業等への対応（リフト、スライディングシート等の導入によ
る抱え上げ作業の抑制）



外国人労働者に対する労働災害防止対策

近年、外国人労働者の増加に伴い、外国人の労
働災害も増加傾向にあります。

労働災害を防止する上で安全衛生教育の実施
は重要ですが、外国人労働者は一般的に日本の
労働慣行や日本語に習熟していないため、適切な
工夫を施して、作業手順や安全のためのルールを
しっかりと理解してもらうことが大切です。

また、標識・掲示には母国語の併記や、漢字を
多用しないで図解を取り入れるなどの工夫をお願
いします。

職場のあんぜんサイト（教材・資料）⇒

・見てわかる外国人労働者向け視聴覚教材

（動画）

・外国人建設就労者向け安全衛生視聴覚教材

（動画）

厚生労働省ホームページ

・外国人労働者の安全衛生対策について

（視聴覚教材）
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あんぜんプロジェクト

あんぜんプロジェクトでは「見える」安
全活動コンクールを開催し、安全活動の
創意工夫事例を募集しています。

応募いただいた事例は、企業名ととも
にホームページ（あんぜんプロジェクト）
に掲載され、安全対策に積極的に取り
組んでいる企業であることをアピールす
ることができます。

令和3年度についてもコンクールの開

催が予定されていますので奮ってご応
募下さい。
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「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が
特定化学物質（第2類物質）になります。

溶接ヒューム及び塩基性酸化マン
ガンについて、神経障害等の健康障
害を及ぼすおそれがあることから、
これらの物質を特定化学物質（第2類

物質）として加える改正が行われま
した。

（令和3年4月1日より施行・適用）

改正内容の詳細につきましては、
厚生労働省のホームページに掲載さ
れている改正内容に関する資料（パ
ンフレット等）をご確認下さい。
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アーク溶接 （屋内作業） アーク溶接 （屋外作業）



電離放射線障害防止規則の改正

30

令和3年4月より、被ばく限度の引き下げ、線量の測定方法等の一部変更など
改正されています。



石綿障害予防規則等の改正

31

過去に建材として建築物に使用さ
れた石綿は今も多くの建築物に残っ
ており、今後これらの建築物の解
体・改修は増加すると考えられてい
ます。

また、これまでの作業について、
事前調査の実施、届出、飛散防止・
ばく露防止対策に問題があると指摘
された作業が散見されており、これ
らの状況を踏まえ、石綿障害予防規
則等の改正が行われ、令和2年10月
より順次施行されています。

詳細につきましては、厚生労働省
ホームページ「石綿パンフレット
等」をご確認下さい。



平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

政令改正 公布（6月） 施行日（2月1日） 完全施行
1月2日～省令改正 公布（6月） 施行日（2月1日）

安全帯の規格改正 適用日（2月1日）

改正法令に基づく墜落制止
用器具の使用

改正構造規格に基づく墜落
制止用器具の製造・販売

旧規格の安全帯の使用が
認められる猶予期間

旧構造規格に基づく安全帯
の製造・販売が認められる

猶予期間

特別教育規定の改正 適用日（2月1日）
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使用可能 （平成31年2月1日～ ）

使用可能 （ ～ 令和4年1月1日まで ）

製造・販売可能 （平成31年2月1日～ ）

製造（～令和元年7月末）

販売可能 販売可能 （ 令和4年1月1日まで ）

×

×

旧構造規格の安全帯（胴ベルト型・フルハーネス型）を

使用できるのは令和4年1月1日までです。

経過措置（猶予期間）

「墜落制止用器具」に係る経過措置


